
燃料費調整制度とは 
• 燃料費調整制度とは、輸入燃料価格（原油・ＬＮＧ・石炭）の価格変動を、毎月自動的に電気料金に反映    

させ、調整する制度 
• 具体的には貿易統計による燃料価格の３カ月平均値に基づき、燃料費調整単価を算定し、２カ月後の    

電気料金に反映 

①燃料価格の３カ月平均値 
<燃料費調整単価の算定> 

②電気料金に反映 
<燃料費調整単価の適用> 

２カ月後 

電気 
料金 

燃料費調整単価の算定期間と料金反映タイミング 

１１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

４月分 ① ② 

５月分 ① ② 

６月分 ① ② 

７月分 ① ② 

８月分 ① ② 

９月分 ① ② 

１０月分 ① ② 

１１月分 ① ② 

１２月分 ① ② 

１月分 ① ② 

２月分 ① ② 

３月分 ① ② 
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燃料費調整制度によるタイムラグ影響について（イメージ） 
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燃料価格 

平均燃料価格 
<燃料費調整単価として 
電気料金に反映> 

平成２７年度 平成２６年度 

○燃料価格の変動が、電気料金に反映されるまで    
   にタイムラグが生じる 

○平成２６年度からの急激な燃料価格の低下により、一時的に利益が増加 
 ※平成２７年度では、前年度に比べ４９０億円程度の収支改善要因 

タイムラグ 
遅れて電気料金に反映 

差益 
（収支改善） 


